
・確定申告が必要な方（青色申告の相談は税務署です｡）

・住宅借入金等特別控除の申告や所得税の還付請求等をする方

設 置 期 間 対　象　地　区 相　談　会　場

午前 ９：００～１１：３０

午後 １：００～　４：００

・所得税の確定申告をする必要がない方

・給与所得以外で20万円以下の所得がある人

（役場でも受け付けています）・被扶養者で所得証明書や課税証明書が必要な人

月日（曜日） 対　象　地　区 相　談　会　場

午前 ９：００～１１：３０ 永井下組・永井上組 永井住民センター

午後 １：３０～　４：００ 入原上組・入原下組 入原公民館

午前 ９：００～１１：３０ 藤井・宮貝戸・根岸・伏田・ 鎌沢・下宿・入沢

午後 １：３０～　４：００ 森下上組・中組・ 三ツ谷・北部・南部

２月２４日(木) 午後 １：３０～　４：００ 田岸･大堀･滝久保･池原・生越 貝野瀬構造改善センター

午前 ９：００～１１：３０ 中野(下･上)・長者久保・ 大河原・追分・赤谷 大河原住民センター

午後 １：３０～　４：００ 赤城原第一・赤城原第二・ 松ノ木平第一・松ノ木平第二 赤城原区民館

午前 ９：００～１１：３０ 吹張・宿

午後 １：３０～　４：００ 中宿・中内出

午前 ９：００～１１：３０ 常木・滝寺

午後 １：３０～　４：００ 南内出・上内出

※　指定された相談日に都合の悪い場合は、２月１６日(水）から３月１５日(火）(土日祝除く)の間、

　　役場で申告相談を受け付けます。

住民税申告書 受付会場

３月１日(火) 昭和村役場（２階） 委員会室

３月２日(水) 昭和村役場（２階） 委員会室

平日に来られない方のため、３月６日（日）は、役場にて休日相談を行います。

※　お越しになる際は、検温やマスクの着用等、十分な感染症予防対策をお願いいたします。

２月２５日(金)

所得申告相談日程表

受　付　時　間

２月１６日(水)
～

３月１５日(火)
昭 和 村 管 内 全 域

昭和村役場（２階）
委員会室

受　付　時　間

２月１８日(金)

２月２２日(火) 地域活性化センター

平日に来られない方のため、３月６日（日）同会場で休日相談を行います。

確定申告書 受付会場


